
木津川市国民健康保険運営協議会　
	会議名
	令和元年度第１回木津川市国民健康保険運営協議会

	日時
	令和元年８月８日(木)
午後２時００分から午後４時００分
	場所
	木津川市役所　
５階　全員協議会室

	出席者
	委員
■：出席
□:欠席
	１号委員
（被保険者代表）
	■大西寛美 委員、□桝井惠子 委員、■尾﨑田鶴 委員
■林　直　 委員、■村上惠子 委員、■大村元昭 委員

	
	
	２号委員
(保険医・保険薬剤師代表)
	■飯田泰啓 委員、□兎本昭夫 委員、■若菜和雄 委員
□木村英城 委員、□内藤邦夫 委員、■川田雅彦 委員

	
	
	３号委員
（公益代表）
	■福井博敏 委員、■佐々木慧 委員、□堀　英延 委員
□福井康裕 委員、■武田博利 委員、■三浦孝啓 委員

	
	市理事者
	河井市長

	
	
	

	
	庶務（事務局）
	市民部　滋井部長
国保年金課　前川課長、清水主幹　浅田係長　東村担当係長

	傍聴者
	無

	議題

	１．開会
２．資格審査
３．会長あいさつ
４．市長あいさつ
５．会議録署名委員の指名
６．議事
(１)平成３０年度木津川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について
　(２)健診事業の見直しについて

 　(３)その他
７．閉会

	会議結果要旨

	１．開会
　　　・　開会宣言
　　　・　委員の紹介
２．資格審査
・　会議成立の資格審査
３．会長あいさつ
　　　・　福井会長あいさつ
４．市長あいさつ
　　　・　河井市長あいさつ
５．会議録署名委員の指名
　　　・　協議会の定めによる会議録署名委員の指名
６．議事
（１）審議　平成３０年度木津川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について
・　質疑・応答
（２）健診事業の見直しについて
　　　　　・　意見及び質疑・応答
（２）その他
　　　　　・　意見及び質疑・応答
８. 閉会
・　議事終了及び議長降壇
・　閉会宣言

	会議経過要旨

	１．開会
　　　事務局が開会を宣言した。
２．資格審査
委員１８名中 １１名の出席により、会議が成立していることを確認した。
林委員途中出席（計１２名）
３．会長あいさつ
　　　　福井会長が開会に際してのあいさつを行った。
　　　　要旨は、次のとおり。
・　新たに２名の委員が就任された。
　　　　　　・　今回の議事案件について、慎重なる審議をお願いしたい。
５．市長あいさつ
　　　河井市長があいさつを行った。
要旨は、次のとおり。
・　今後、医療費は、少子高齢化や、医療の進歩により、一層増加が予想されるなか、将来を見据え、また国民健康保険を持続可能なものとするためにも、現在の取組みを、より多くの方へ、より効果のあるものへと見直していかねばならないと考えている。
６．会議録署名委員の指名
会議録署名委員として林委員と若菜委員を指名した。
７．議事
　　　　福井会長が議長となり議事を行った。
　（１）　平成３０年度木津川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について
【配布資料】
　　・　平成３０年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算書
　　・　平成３０年度国民健康保険特別会計主要施策成果の報告書
　　・　平成３０年度国保会計の決算分析
【事務局説明の概要】
　 ・　決算では歳入73億5,807万5千円、歳出72億128万6千円となり、歳入歳出差引1億5,678万9千円の黒字となった。
・　黒字となっているが、前年度の繰越金や過年度分の補助金等の精算による収入・支出などが含まれているので、可能な限りで単年度に着目した収支を算出すると、4,852万円の黒字と、黒字幅が減少する。
・　さらに府保険給付費等交付金（普通交付金）の状況から、本来市が負担すべき額を考慮し推計すると、1億1,695万円のマイナス要因となり、単年度の着目した収支は、△6,843円(推計)の赤字となる。
　　　　【主な質疑・応答】（○…質疑・意見、➤…質疑に対する応答）
○　決算がコンパクトになったのではないか。
➤　高額の医療費の発生や、前年度と比べて大幅に医療費が増加した場合に備え、府内の市町村で共同して支え合う取組み(共同事業拠出金)を実施していたが、平成３０年度の広域化に伴う制度改正により、府が保険者に加わったことにより、資金不足はほぼ生じない状況となり、府内市市町村間での共同事業の大半が廃止されたことによる。
○　介護納付金の決算額が０円になっているが、国民健康保険税で介護分は徴収しなくなったのか。
➤　介護分・後期高齢者支援金分は今までどおり徴収しています。
　　平成２９年度までは、市の国民健康保険で直接受け入れ、かつ市において直接支払っていたものが、平成３０年度からは、市から府へ国民健康保険事業費納付金を納め、それを基に府が支払うこととなった。
○　平成２９年度と同様に基金を積立てているが、必ず基金に積み立てなければならないと決まっているのか。
➤　地方財政法により、「地方公共団体は、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金が生じた場合においては、当該剰余金のうち１／２を下らない金額は、これを剰余金が生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければならない。」と定められています。
　　　　【審議結果】
　　　　　　承認
　（２）　健診事業の見直しについて
【事務局からの報告】
・　先の税率改正時に、皆様から「国民健康保険税の税率を見直すことは、被保険者全員の負担増加につながる。一方で市の国民健康保険では、人間ドックの受診者に非常に大きな補助を行っているが、受益者負担を適正化する必要はないのか。受益者負担の適正化で国民健康保険税税率の少しでも緩和するべきではないか」旨のご意見を賜り、平成３０年１月２５日の国民健康保険運営協議会での議論・審議を踏まえ、「平成３０年度国民健康保険税の改定について（答申）」のおいて「人間ドックの助成事業など、特定の者が受けるサービスについては、自己負担額を見直すなど負担の公平性に配慮されたい」との意見を付されており、当該意見を今後も進めなければいけないと考えています。
　　　　　　　　現段階では、市の正式なる方針(案)ではございませんが、その方針(案)を決定するためにも、事務局案に対し、皆様から意見を賜りたく考え報告するものです。
　　　　　　　　[人間ドックの事務局(案)]
　　　　　　　　Ａ　市の補助を定額化
　　　　　　　　　　市補助の定額化により自己負担額を増加させることで財源を確保
                    　仮に各医療機関のオプション無しの料金の平均の７割を参考に、
市の定額補助を29,000円とした場合。
【費用縮減見込額　約1,400万円】
　　　　　　　　Ｂ　人間ドック受診を２年に一度に変更(自己負担額は現状維持)
　　　　　　　　　　　単年度の対象者数を減少させることで財源を確保。
ただし、人間ドック受診数の減少を特定健診受診率に影響させないため、
申込要件に前年度特定健診受診を加える。
【費用縮減見込額　約1,400万円】
　[人間ドックの課題]　
　　・補助の継続には、財源が必要
（一方、市補助への期待が大きいことも事実）
　　　・特定の受益者に大きな補助
（被保険者間で不公平）
　　・医療機関や内容により、料金が異なるが、自己負担は定額
（受診者間で不公平）
［特定健診の事務局(案)］
Ａ　受診機会を増やすために、１０月以降に集団方式で健診を実施
　　市内指定医療機関での受診は９月末まで⇒以降の受診機会を確保
　　【一定以上、受信者を確保すれば、集団方式による費用増無】
 Ｂ　自己負担無料化
　　 より多くの方が受診しやすい、受診を勧めやすい環境の構築
　　 【平成３０年度実績ベースで約１７７万円費用が増加(７０歳未満受診者数×1,000円】
［特定健診受診率の向上に向けた見直し］

　　　・木津川市において、国が受診率６０％を目標としている中、平成２９年度の受診率が３７．４％と、受診率の引き上げが大きな課題
【主な質疑・応答】（○…質疑・意見、➤…質疑に対する応答）
　　　　　　　〇特定健診の受診率の目標が６０％で、木津川市は３７．４％
　　　　　　　　低すぎないか
　　　　　　　➤特定健診については、ほかで病院に行っているからいいという理由で
　　　　　　　　受診されない場合が多い。
　　　　　　　　国は今後、受診率の低い団体には、保険者努力支援制度で減点、すなわち他で獲得した補助金を減額する方針をしめしている。
　　　　　　　〇広報の方法を工夫してはどうか。自治会の回覧という方法もある。
　　　　　　　➤広報の方法も、多種多様化する中で、どういったものが効果的であるのか、より多くの方に見ていただけるかを十分に考えたうえで、周知・啓発に取り組んでいきたい。
　　　　　　　　　
８．閉会
議事の終了を受けて議長が降壇し、全日程を終えて事務局が閉会を宣言した。
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